
 

 

 

 

 

 

 

１  開会 

２  委嘱書の交付 

３  教育長 挨拶            教育長    白  崎   三千年 

４  審議会委員及び事務局の自己紹介 

５  会長及び副会長の選任 

６  議事 

 （１）教育施策審議会について 

 

 

 （２）教育基本計画及び教育推進計画の概要 

 

 

 （３）法に基づく点検評価及び報告について 

 

 

 （４）その他 

 

 

７  その他 

８  閉会 

北広島市教育施策審議会 平成 23 年度 第１回会議 

○日時 平成 23 年 11 月 16 日（水）１９時～ 

○場所 市役所本庁舎２階  会議室 



氏  名 選任理由

会長 板垣
いたがき

　裕彦
やすひこ 学識経験者

（道都大学教授）

由
よし

水
みず

　 伸
しん 学識経験者

（道都大学教授）

野原
のはら

　大紀
ひろのり 学校教育関係者

（高台小学校校長）

安部
あ べ

　紀
のり

江
え 学校教育関係者

（西の里小学校教頭）

副会長 寺林
てらばやし

　俊夫
としお 社会教育関係者

（北広島市文化連盟）

久保田
く ぼ た

　智
さとし 社会教育関係者

（北広島市スポーツ推進審議会）

大橋
おおはし

　弘昌
ひろまさ 公募

（会社員）

【事務局】

教育長 白崎　三千年

教育部長 八町　史郎

教育部次長 佐藤　芳幸

教育施策推進課

課長 小島　晶

主査 田中　秀明

Tel 011-372-3311(892･608)

Fax 011-372-4525

E-mail  edusesaku@city.kitahiroshima.hokkaido.jp

北広島市教育施策審議会委員 名簿（H23.11.1～H25.10.31）



教育施策審議会の位置づけと役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教育委員会は、地方自治法第 180 条の 5 第１項及び第 3 項により市町村が設置しなければな

らない委員会のひとつで、教育に関する事務の管理執行を行う。 

 

 

 

 

                                       

（地方教育行政の組織及び運営に関する法律） 

 

○ 教育施策審議会は、北広島市教育施策審議会設置条例のより教育委員会の附属機関として設

置された審議会で、教育施策の推進に係る計画及び教育委員会が実施する事務事業の点検評

価等に関する調査審議を行う。 

 

普通地方公共団体 

（市町村） 

資料 １ 

（地方自治法） 
第 180条の 8 
教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管

理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の
身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関
する事務を管理し及びこれを執行する。 

(北広島市教育施策審議会設置条例)  
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。  
(1) 北広島市教育基本計画に基づく教育施策の推進に係る計画に関すること。  
(2) 北広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する事務事業の
点検、評価等に関すること。  

附属機関   （別表参照） 

・北広島市教育施策審議会 

・北広島市奨学生選考委員会 

・北広島市スポーツ推進審議会  など 

（北広島市条例等） 

市町村が設置しなければならない委員会及び委員 

（地方自治法第 180条の 5第１項及び第 3項） 

監
査
委
員 

教
育
委
員
会 

選
挙
管
理
委
員
会 

公
平
委
員
会 

市 長（執行機関） 市議会（議決機関） 

市 民 

農
業
委
員
会 

固
定
資
産
評
価 

審
査
委
員
会 



（平成23年11月1日現在）

担当課 担　　当 審議会・委員会等名 設置の目的・所管業務等

庶務担当 北 広 島 市 教 育 委 員 会
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき
設置

北 広 島 市 教 職 員 住 宅 委 員 会
教職員住宅の確保・適正配置の調査、研究、入居者の調整、
営繕重点事項の調整

北広島市余裕教室活用計画検討委員会
余裕教室の有効活用を図るため、活用計画の策定、活用に
関する調整

北 広 島 市 学 校 林 運 営 審 議 会
学校林の経営計画の樹立その他学校林の管理について重
要な事項を調査審議

北 広 島 市 奨 学 生 選 考 委 員 会
教育委員会の諮問に応じ、高等学校等の就学に必要な学費
の一部を支給する奨学生の選考について答申

北 広 島 市 就 学 指 導 委 員 会
心身に障害のある児童生徒の就学に関し、必要な事項の調
査、審議

北広島市立学校結核対策委員会
結核に関する健診結果の把握、精密検査対象児童生徒につ
いて調査審議

北広島市立小学校及び中 学校
通 学 区 域 審 議 会

教育委員会の諮問に応じ、小・中学校の通学区域の設定・変
更に関する事項を調査・審議し、答申

教育施策
推進課

教育計画担当 北 広 島 市 教 育 施 策 審 議 会
教育施策の推進に係る計画及び教育委員会が実施する事
務事業の点検評価等に関する調査審議

北広島市小学校給食運営委員会
小学校給食の運営を適正かつ円滑に行うための重要な事項
について教育委員会に助言

北広島市中学校給食運営委員会
中学校給食の運営を適正かつ円滑に行うための重要な事項
について教育委員会に助言

北広島市青少年健全育成推進委員会 青少年の健全育成に関係し必要な事項を調査審議

北広島市いじめ等問題対策委員会
いじめや不登校の実態把握や改善策、防止対策に関して調
査審議

北広島市青少年健全育成連絡会議
青少年の指導・育成・保護・矯正に関する関係機関相互の連
絡調整、解決のための協議

社会教育担当 北 広 島 市 社 会 教 育 委 員
社会教育法に基づき、教育委員会に対し、社会教育・青少年
教育・家庭教育に関する諸計画の立案・助言

北 広 島 市 ス ポ ー ツ 推 進 審 議 会
スポーツの振興に関する事項について調査・審議し、教育委
員会に建議

北 広 島 市 体 育 指 導 委 員
住民のスポーツ振興のため、実技指導や各種大会の企画運
営及び事業協力

北広島市芸術文化振興審 議会
芸術文化の振興に関する事項や計画の策定及び文化賞等
の選考について調査・審議し、教育委員会に建議

北広島芸術文化ホール運営委員会 芸術文化ホール事業の企画立案と実施

北 広 島 市 文 化 財 保 護 審 議 会
文化財保護法及び北広島市文化財保護条例に基づき、文化
財の指定・保存・活用等についての調査・審議

北広島エコミュージアム推進委員会
北広島エコミュージアム構想に基づき、地域をまるごと博物館
と見立てて保存活用を推進するための協力

図 書 館 北 広 島 市 図 書 館 協 議 会 図書館・諸室の運営に関し協議し、教育委員会に提言

文化課

体 育 担 当

青少年課

業 務 担 当

青少年担当

社会教育課

文化財担当

芸術文化担当

各種審議会・委員会等の状況

学校給食
センター

施設担当

教育総務課

学校教育課 学校教育担当

別 表 



9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

資料　２

北広島市教育施策審議会　設置条例から年次活動への工程表（案）

平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

■条例制定（３定） 

■補正予算 

■委員公募（10月） 

■審議会設置 

■第２回審議会（1月） 

 ・Ｈ23実施の事務事業評価の説明 

 ・Ｈ23教育施策の評価と反映 

■第３回審議会（2月） 

 ・Ｈ24教育推進計画案の検討 

 ・Ｈ24予定の確認 

■第１回審議会（11月） 

 ・委嘱書交付・審議会の役割 

 ・教育基本計画と推進計画 

 ・今後の予定 ほか 

  教育推進計画（H24版）計画期間（Ｈ24～26） 

  教育推進計画（H25版）計画期間（Ｈ25～27） 

教育推進計画 

（H24版）策定 

教育推進計画 

（H25版）策定 

  教育推進計画（H26版）計画期間（Ｈ26～28） 
教育推進計画 

（H26版）策定 

■第４回審議会（3月） 

 ・Ｈ24教育推進計画案の決定 

 ・法定点検評価について 

■第１回審議会（5月） 

 ・Ｈ23事業の法定点検評価 

  について 

■第３回審議会（11月） 

 ・Ｈ24実施の事務事業評価の説明 

 ・Ｈ25教育推進計画案の骨子 ほか 

■第４回審議会（1月） 

 ・Ｈ24教育施策の評価と反映 

 ・Ｈ25教育推進計画案の骨子 ほか 

■第５回審議会（2月） 

 ・Ｈ25教育推進計画案の検討 

 ・Ｈ25予定の確認 

■第６回審議会（3月） 

 ・Ｈ25教育推進計画案の決定 

 ・法定点検評価について 

■第１回審議会（5月） 

 ・Ｈ24事業の法定点検評価 

  について 

■第２回審議会（8月） 

 ・Ｈ23事業の法定点検評価 

  報告について 

■第３回審議会（11月） 

 ・委嘱書交付・審議会の役割 

 ・教育基本計画と推進計画 

 ・今後の予定 ほか 

■第２回審議会（8月） 

 ・Ｈ24事業の法定点検評価 

  報告について 

■第４回審議会（11月） 

 ・Ｈ25実施の事務事業評価の説明 

 ・Ｈ26教育推進計画案の骨子 ほか 

■第５回審議会（1月） 

 ・Ｈ25教育施策の評価と反映 

 ・Ｈ26教育推進計画案の骨子 ほか 

■第６回審議会（2月） 

 ・Ｈ26教育推進計画案の検討 

 ・Ｈ26予定の確認 

■第７回審議会（3月） 

 ・Ｈ26教育推進計画案の決定 

 ・法定点検評価について 

■第１回審議会（5月） 

 ・Ｈ25事業の法定点検評価 

  について 

■第２回審議会（8月） 

 ・Ｈ25事業の法定点検評価 

  報告について 

■第３回審議会（11月） 

 ・Ｈ26実施の事務事業評価の説明 

 ・Ｈ27教育推進計画案の骨子 ほか 

■第４回審議会（1月） 

 ・Ｈ26教育施策の評価と反映 

 ・Ｈ27教育推進計画案の骨子 ほか 

■第５回審議会（2月） 

 ・Ｈ27教育推進計画案の検討 

 ・Ｈ27予定の確認 

  教育推進計画（H23版）計画期間（Ｈ23～25） 

教委決定（３月） 

▲法定：教委報告（８月） 
▲法定：議会報告（９月） 

教委決定（３月） 

教委決定（３月） 

▲議会報告（６月） 

▲議会報告（６月） 

▲議会報告（６月） 

  審議会委員の任期   審議会委員の任期 

▲法定：教委報告（８月） 
▲法定：議会報告（９月） 

▲法定：教委報告（８月） 
▲法定：議会報告（９月） 

■委員公募（10月） 

■第６回審議会（3月） 

 ・Ｈ27教育推進計画案の決定 

 ・法定点検評価について 

教委決定（３月） 



 

 

 

 

 

資 料 ３ 

 理   念  生涯にわたって人格を磨き、豊かな人生を送ることができる社会の実現 

 目   標  「大志をいだき学ぶまち・きたひろしま」 

 

北広島市総合計画（第５次）体系 

自然と創造の調和した豊かな都市  
まちづくりのテーマ 

教育基本計画 

新たな時代を担う人間像 ⇒  希望を懐く（W.S.ｸﾗｰｸ）           交流に励む（和田郁次郎）           成長に挑む（中山久蔵） 

希望都市 
子どもと若者がお年寄り
とともに希望を育むまち 

交流都市 
市民が多様に活動し、 
産業と文化が栄えるまち 

成長都市 
緑を大切にし、着実に 
成長しつづけるまち 

めざす都市像 

基

本

目

標 

① 健康・福祉 ③環境・安全 ④ 産業・労働 ⑤ 生活・都市基盤 

支えあい 

健やかに 

暮らせるまち 

美しい環境に 

つつまれた 

安全なまち 

活気ある 

産業のまち 

快適な 

生活環境のまち 

北広島市教育基本計画 (2011-2020) の体系 市推進計画(H24-26)掲載事業(案)のうち拡大、新規事業等 
拡 大 ：推進計画(H23-25)掲載事業の一部を拡大するもの 
H24 開始：推進計画(H23-25)掲載事業のうち H24 開始するもの 
新 規  ：推進計画(H24-26)へ新規掲載するもの 

（ ）内：（政策番号-施策番号 事業名） 

凡 

例 

H24 開始 （1-1 家庭教育支援事業） 
（1-3 放課後子ども教室事業) 

新規 （3-11 東部小学校講堂防音機能復旧事業） 
   （3-11 大曲東小学校講堂防音機能復旧事業） 
   （3-11 北の台小学校校舎屋上防水事業） 
   （3-11 東部中学校ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設備等設置事業） 
   （3-11 緑陽中学校フェンス設置事業） 
   （3-11 西部中学校グランド整備事業） 
   （3-11 東部中学校屋体屋根葺き替え事業） 
   （3-11 大曲小学校管理者住宅取り壊し事業） 
   （3-11 朝日町管理者住宅取り壊し事業） 

（3-11 教育環境研究事業） 

拡大 （6-17 図書館サービス提供事業） 

拡大 （8-23 西の里ﾌｧﾐﾘｰ体育館改修事業） 
（8-23 総合体育館大規模改修事業） 

拡大 （1-2不登校対策・教育相談事業） 
（1-3青少年安全対策事業） 

新規 （2-4 幼稚園・保育園・小学校連携推進事業） 

拡大 （2-4 幼稚園振興事業） 
（2-5 心の教室相談事業） 
（2-6 授業補助員活用事業） 
（2-8 特別支援教育推進事業） 
（2-9 外国語指導助手招致事業） 
（2-9 姉妹都市子ども大使交流事業） 

拡大 （3-11 中学校武道・伝統芸能整備事業） 
（3-11 奨学金支給事業） 

新規 （6-18 幼児読書活動推進事業） 

拡大 （4-12 生涯学習振興会支援事業） 

継続事業  

継続事業  

継続事業  

継続事業  

継続事業  

継続事業  

継続事業  

継続事業  

希望を 

懐く人 

交流に 

励む人 

成長に 

挑む人 

新たな 

時代を 

担う 

人間像 

市政策③ 

 

 

 

 

 

 

 

市政策① 

 

 

 

 

 

 
 

市政策② 

 

 

 

 

 

市政策④ 

 

 

 

 

市政策⑤ 

 

 

 
 
市政策⑥ 

 

 

 

 

市政策⑦ 

 

 

 

 
 
市政策⑧ 

 

 

 

 

北広島市 

総合計画 

推進計画 

第２章 

23 の 施 策 ８つの政策 

政策１ 

やさしく支えあう

教育連携の推進 

政策２ 

「生きる力」を育む

学校教育の推進 

政策３ 

信頼され、魅力ある

学校づくりの推進 

政策４ 

学びあい、教えあう

社会教育の推進 

政策５ 

郷土愛を育む 

教育活動の推進 

政策６ 

政策７ 

芸術文化活動の 

振興 

生涯にわたる 

読書活動の推進 

政策８ 

健康づくりと 

スポーツ活動の推進 

１  家庭の教育力向上への支援内容の充実 

２  教育相談体制の充実 

３  地域が支える健全育成活動の充実 

４  幼児教育の振興・充実 

５  豊かな心を育む教育の充実 

６  確かな学力を育てる教育の充実 

７  健やかな体を育てる教育の充実 

８  特別支援教育の充実 

９  社会の変化や課題に対応した教育の推進 

10  開かれた学校づくりの推進 

11  教育環境の整備 

12  市民の学習活動への支援内容の充実 

13  地域や世代を見据えた学習機会の充実 

14  施設の充実による学習環境の整備 

15  エコミュージアム構想の展開 

16  文化財の保存と活用 

17  図書館サービスの充実 

18  子どもの読書活動推進 

19  個性豊かな地域文化の振興 

20  市民等との連携による芸術文化活動の展開 

21  健康で生きがいのあるスポーツ活動の推進 

22  競技スポーツの振興 

23  スポーツ施設の整備と運営 

② 教育・文化 

人と文化を 

育むまち 


